NPO法人　全国移動サービスネットワーク

2007年度実態調査事業の概要（計画）

１．調査実施に至る経過

（１）一部改正道路運送法等施行後の「第2回フォローアップ検討会」（6/28）に向けて、全国移動ネット理事を通じて全国の現況について聞き取りを行ったところ、「制度設計自体に問題がある」「新たな規制は非営利団体等には負担増でしかない」と、多くの問題点が寄せられた（参照：「検討会」提出の全国移動ネット資料）

（２）杉本理事長が、生じている事態として挙げたのは以下の2点

１）団体が有償運送から撤退する

・法改正による必要経費の負担増を利用者に求められないため、赤字が拡大した

・行政や営利事業者には不可能なニーズへの対応がNPO等の特徴だが、制度に縛られて活動意義が薄れた

・わずかな担い手で運行業務を兼任することにより過重な負担がかかった

２）運転者が減少している

・認定講習受講料の負担により新規の運転者が増えない

・本来のボランティアとは違うという違和感（課せられた要件や過重な責任）

・「働く」という意識の運転者には報酬が低すぎる

・新規運転希望者に具体を説明すると意欲が削がれて参加しなくなる

（３）同「検討会」で、藤田旅客課長や蔵持課長補佐（当時）は、「具体的なデータを示して提案があれば制度改定はやぶさかではない」「見直す事項を検討したい」「改める点は改めながら少しでも良い制度にしていきたい」と発言している。

（４）これらを踏まえて、「実態調査検討会」を2回開催して議論した結果、理事会に提案する「調査の目的」および「調査表」案をまとめた。

２．調査の目的
具体的に数字を積み上げて旅客課に示し、制度の改定を促す。課題は色々あるが、第一段階として、次の２点を目標とする。

１）登録不要の運送形態を増やすこと

２）運転者や運行管理者、利用対象者等への規制緩和

３．調査方法

（１）運輸支局が収集しているデータの入手と分析

　１）79条登録団体のデータを運輸支局に提供依頼する

　２）データは、法施行以前と、経過措置終了期限の9月末の、会員数、登録車両数、団体数、運行件数、運行距離数等

（２）NPOや社協等の団体へのアンケート調査

　１）登録を取得した団体を任意に選定し、調査票を配布し回答を得る

　２）調査項目は、会員数等の基礎データ、そのデータの推移の理由となった事柄等

４．調査の進め方

（１）全国移動ネット理事等に上記(1)(2)の調査への協力を依頼する（9月）

（２）調査および集約（9月中旬～10月中旬）。理事ＭＬで分析方法を検討

（３）次回の「フォローアップ検討会」までに分析結果を旅客課に提出する。

＜2007.8.31　第２回通常理事会討議結果＞
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